
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

大学等名

プログラム名

① 対象となる学部・学科名称 ② 教育プログラムの修了要件

③ 修了要件

必要最低単位数 単位 履修必須の有無

単位数 必須 1-1 1-6 単位数 必須 1-1 1-6

2 ○ ○ ○

単位数 必須 1-2 1-3 単位数 必須 1-2 1-3

2 ○ ○ ○

単位数 必須 1-4 1-5 単位数 必須 1-4 1-5

2 ○ ○ ○

単位数 必須 3-1 3-2 単位数 必須 3-1 3-2

2 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

授業科目

⑥ 「様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域（流通、製造、金融、サービス、インフ
ラ、公共、ヘルスケア等）の知見と組み合わせることで価値を創出するもの」の内容を含む授業科目

⑦ 「活用に当たっての様々な留意事項（ELSI、個人情報、データ倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩
等、データを守る上での留意事項への理解をする」の内容を含む授業科目

授業科目

様式１

授業科目

データサイエンス入門

授業科目

令和７年度までに履修必須とする計画

長崎総合科学大学

NiAS MDASH-Literacy 教育プログラム

プログラムを構成する授業科目について

教育プログラムを構成する科目群から4単位以上を取得すること。
1)情報基礎（2単位）、データサイエンス入門（2単位）を必修科目とする。
2)データ構造とアルゴリズム（2単位）、統計概論（2単位）は選択科目とする。

④ 現在進行中の社会変化（第４次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等）に深く寄与しているものであり、それが自ら
の生活と密接に結びついている」の内容を含む授業科目

学部・学科によって、修了要件は相違しない

⑤ 「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用
なツールになり得るもの」の内容を含む授業科目

4

授業科目

データサイエンス入門

授業科目

データサイエンス入門

情報基礎

授業科目

データサイエンス入門

授業科目
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

単位数 必須 2-1 2-2 2-3 単位数 必須 2-1 2-2 2-3

2 ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

⑨ 選択「４．オプション」の内容を含む授業科目

⑩ プログラムを構成する授業の内容

1-1

1-6

1-2

1-3

1-4

1-5

⑧ 「実データ・実課題（学術データ等を含む）を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」
といった数理・データサイエンス・ＡＩの基本的な活用法に関するもの」の内容を含む授業科目

授業に含まれている内容・要素 講義内容

○ビッグデータ、IoT、Ai、ロボット、データ量の増加、計算機の処理性能の向上、AIの非連続的進
化、第4次産業革命、Society5.0、データ駆動型社会、複数技術を組み合わせたAIサービス、人間
の知的活動とAIの関係性、データを起点としたものの見方、人間の知的活動を起点としたものの見
方「データサイエンス入門」（2回目）

選択項目

統計概論

授業科目

4-1統計および数理基礎

（２）「社会で活用され
ているデータ」や「デー
タの活用領域」は非常
に広範囲であって、日
常生活や社会の課題
を解決する有用なツー
ルになり得るもの

（３）様々なデータ利活
用の現場におけるデー
タ利活用事例が示さ
れ、様々な適用領域
（流通、製造、金融、
サービス、インフラ、公
共、ヘルスケア等）の
知見と組み合わせるこ
とで価値を創出するも
の

（１）現在進行中の社会
変化（第４次産業革
命、Society 5.0、データ
駆動型社会等）に深く
寄与しているものであ
り、それが自らの生活
と密接に結びついてい
る

4‐3データ構造とプログラミング基礎

選択項目 授業科目

データサイエンス入門

情報基礎

データ構造とアルゴリズム 4‐2アルゴリズム基礎

データ構造とアルゴリズム

○AI等を活用した新しいビジネスモデル、AI最新技術の活用例「データサイエンス入門」（7回目）

○調査データ、実験データ、人の行動ログデータ、機械の稼働ログデータ、1次データ、2次データ、
データのメタ化、構造化データ、飛行増加データ、データ作成、データのオープン化「データサイエ
ンス入門」（3回目）

○データサイエンスのサイクル、流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等にお
けるデータ・AI利活用事例紹介「データサイエンス入門」（6回目）

○データ・AI活用領域の広がり、研究開発、調達。製造、物流、販売、マーケティング、サービス、
仮説検証、知識発見、原因究明、計画策定、判断支援、活用代替、新規生成「データサイエンス入
門」（4回目）

○データ解析、データ化しか、非構造化データ処理、特化型AIと汎用AI、今のAIで出来ることとでき
ないこと、AIとビッグデータ、認識技術、ルールベース、自動化技術「データサイエンス入門」（5回
目）

授業科目 授業科目

2



数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

3-1

3-2

2-1

2-2

2-3

⑪ プログラムの学修成果（学生等が身に付けられる能力等）

（５）実データ・実課題
（学術データ等を含む）
を用いた演習など、社
会での実例を題材とし
て、「データを読む、説
明する、扱う」といった
数理・データサイエン
ス・ＡＩの基本的な活用
法に関するもの

○データの種類、データの分布と代表値、代表地の性質の違い、データのバラツキ、観測データに
含まれる誤差の扱い、打ち切りや脱落を含むデータ「データサイエンス入門」（9回目）
○相関と因果、母集団と標本抽出、クロス集計表、分割表、相関係数行列、散布図行列、統計情
報の正しい理解「データサイエンス入門」（10回目）

○データの集計、データの並び替え、ランキング、データ解析ツール、表形式のデータ「データサイ
エンス入門」（12回目）
○データ解析ツール「情報基礎」（10回目）
○データの集計「情報基礎」（11回目）

（４）活用に当たっての
様々な留意事項
（ELSI、個人情報、
データ倫理、ＡＩ社会原
則等）を考慮し、情報
セキュリティや情報漏
洩等、データを守る上
での留意事項への理
解をする

○ELSI(倫理、法律および社会的影響)、個人情報保護、EU一般データ保護規則、忘れられる権
利、オプトアウト、データ倫理、AI社会原則、データバイアス、アルゴリズムバイアス、AIサービスの
責任論、データ・AI活用における負の事例紹介「データサイエンス入門」（13回目）
○データ倫理：データの捏造、改ざん、盗用、プライバシー保護「情報基礎」（15回目）

○デジタル社会におけるデータやAIの利活用についての興味・関心を持ち基礎的能力を主体的に身に付ける。
○データの読み方・見せ方・扱い方についての理解を深め、それらを実行できる基礎的技能を獲得する。
○社会的状況や課題を知り、データやAIを利活用する上での心構えや留意すべき事柄に対しての洞察力を身に付ける。

○データを守る上での留意事項（情報セキュリティ、匿名加工情報、暗号化、パスワード、悪意ある
情報搾取、情報漏洩等によるセキュリティ自己の事例紹介「データサイエンス入門」（14回目）
○情報セキュリティ：機密性、完全性、可用性「情報基礎」（3回目）
○匿名加工情報、暗号化、パスワード、悪意ある情報搾取、情報漏洩等によるセキュリティ自己の
事例紹介「情報基礎」（14回目）

○データの可視化、データの比較、不適切な表現、優れた可視化事例の紹介「データサイエンス入
門」（11回目）
○データの可視化「情報基礎」（12回目）
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

様式２

大学等名

①プログラム開設年度 年度

②履修者・修了者の実績

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性

工学部 422 150 600 96 83 13 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 16%

総合情報学部 331 85 340 89 79 10 81 73 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 26%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

合　計 753 235 940 185 162 23 98 88 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 20%

平成30年度

履修者数 修了者数

平成29年度

履修者数 修了者数

長崎総合科学大学

履修者数 修了者数

令和元年度

履修者数 修了者数

プログラムの履修者数等の実績について

令和４

学部・学科名称
入学
定員

収容
定員

令和4年度
履修者

数
合計

履修率
学生
数

履修者数 修了者数

令和3年度

履修者数 修了者数

令和2年度
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

様式３

大学等名

① 全学の教員数 54 人 （非常勤） 44 人

② プログラムの授業を教えている教員数 5 人

③ プログラムの運営責任者

（責任者名） （役職名）

④ プログラムを改善・進化させるための体制（委員会・組織等）

（責任者名） （役職名）

⑤ プログラムを改善・進化させるための体制を定める規則名称

⑥ 体制の目的

⑦ 具体的な構成員

長崎総合科学大学

教育の質・履修者数を向上させるための体制・計画について

教務専門委員会規程

　教務専門委員会（以下、委員会という。）は、本学の教務に関する事項を協議するため、全学
教授会規程第9条第2項の規定に基づき設置されている。委員会ではカリキュラムやそれらを
構成する授業科目の種類、単位及び単位認定、そしてシラバスや時間割に関することなど教務
全般に渡る事項を協議し、点検、評価、改善を目的としている。
　「NiAS MDASH-Literacy 教育プログラム」を継続的に改善・進化させていくためには全学的な
調整及び点検、評価、改善が必要であるため、委員会がその役割を担っていく。

(1)蒲原新一、教務部長・教務委委員長・教授・総合情報学部総合情報学科生命環境工学コース
(2)古野弘志、准教授・工学部工学科船舶工学コース
(3)岡田公一、准教授・工学部工学科機械工学コース
(4)山田由香里、教授・工学部工学科建築学コース
(5)清山浩司、准教授・工学部工学科電気電子工学コース
(6)池浩司、助教・工学部工学科医療電子工学コース
(7)佐藤雅紀、准教授・総合情報学部総合情報学科知能情報コース
(8)王 琦、講師・総合情報学部総合情報学科マネジメント工学コース
(9)市瀬実里、助教・総合情報学部総合情報学科生命環境工学コース
(10)澁佐雄一郎、教授・共通教育部門理数
(11)古川直子、講師・共通教育部門形成
(12)濵﨑大、講師・共通教育部門言語
(13)三田淳司、講師・共通教育部門情報教育
(14)上薗恒太郎、教授・教職課程代表
(15)田中賢一、教授・情報科学センター運営委員会委員・共通教育部門情報教育
(16)佐々野浩一、教務課長 　（※役職は令和4年5月1日時点）

教務専門委員会

蒲原新一 教務部長

蒲原新一 教務部長

(常勤）
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

⑧ 履修者数・履修率の向上に向けた計画 ※様式１の「履修必須の有無」で「計画がある」としている場合は詳細について記載すること

令和４年度実績 令和５年度予定 令和６年度予定 70%

令和７年度予定 令和８年度予定 収容定員（名） 940

⑨ 学部・学科に関係なく希望する学生全員が受講可能となるような必要な体制・取組等

⑩ できる限り多くの学生が履修できるような具体的な周知方法・取組

具体的な計画

100%

リテラシーレベルのモデルカリキュラムにおける「導入」「基礎」「心得」のコア学修項目に対応
した「データサイエンス入門」を用意し、履修必須となる科目を増やさないようにすることで、学
生の所属する学部学科・コースの主カリキュラムの学修を妨げないようにした。
　希望する両学部の学生が受講できるよう時間割についても教務専門委員会で調整を行って
いる。

　「NiAS MDASH-Literacy 教育プログラム」を構成する4科目は、総合情報学部の主カリキュラ
ムにおいてはすべて必修科目であるため全ての学部生が履修できることとなっている。工学部
では最低単位数4単位を構成する「データサイエンス入門」と「情報基礎」のうち、「情報基礎」は
必修科目化されているが「データサイエンス入門」が選択科目であるため、これを必修科目化
することを進めている。
　また、新入生に対しては履修計画を立てるために必要な「履修ガイド」を冊子として全員に配
布し、入学時オリエンテーションでカリキュラムや教育プログラムの解説や履修指導を行ってい
る。

20%

100%

45%

　平成26年度より工学部及び総合情報学部の2学部2学科8コースによる教育を行ってきている
が、令和2年度よりコース横断型のカリキュラムを配置した。その中の1つに「ＡＩシステム教育プ
ログラム」を総合情報学部総合情報学科知能情報コースに用意し、数理・データサイエンス・ＡＩ
分野へ向けた学修環境を拡げてきた。
　令和4年度には、数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムにおいて検討・策定さ
れたモデルカリキュラムと教育方法に準拠した「データサイエンス入門」を総合情報学部の専門
科目として設置したが、総合情報学部では1年次専門科目の2単位必修科目として、工学部で
は卒業要件に認められる選択可能な科目とした。
　令和6年度入学生からは、工学部においても「データサイエンス入門」を必修科目とし、従来よ
り両学部において1年次の2単位の必修科目であった「情報基礎」と合わせて、「NiAS MDASH-
Literay 教育プログラム」を入学者全員が1年次に履修必須となることで、全学の学生がリテラ
シーレベルの知識と技能を修得できるよう計画を予定している。
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

⑪ できる限り多くの学生が履修・修得できるようなサポート体制

⑫

　教務専門委員会は各学部学科コースから選出される教務委員により構成されているため、
「NiAS MDASH-Literacy 教育プログラム」について協議に参加している身近な教員や教務課か
ら履修指導や学修相談対応を受けることが可能である。

授業時間内外で学習指導、質問を受け付ける具体的な仕組み

　本学教員はオフィスアワーを設定・公開し、学生からの質問等を受け付ける機会を用意してい
るため、「NiAS MDASH-Literacy 教育プログラム」を構成する科目に対しても同様の対応が可
能であり、更にデータサイエンスを理解する上で必要となる数学基礎（微分積分、線形代数）に
ついては、学生の学修を補完的にサポートする「学習支援センター」で指導する体制も整えてい
る。また、電子メールアドレスの公開やGoogle Workspaseを利用した講義資料の公開や双方向
性の確保により、授業時間内外において教員と学生間のつながりが対面及びリモートで確保さ
れている。
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

様式４

大学等名 長崎総合科学大学

① プログラムの自己点検・評価を行う体制（委員会・組織等）

（責任者名） 蒲原新一 （役職名） 教務部長

② 自己点検・評価体制における意見等

学内からの視点

学修成果

　教務専門委員会で各学期末に実施する全開講科目に対する受講者による「授業評価アンケート」の結果を基に、科
目担当者が自己評価を行い本学Webサイトに公表している。また、その結果を基に教務専門委員会においても本プロ
グラムの評価・改善のために活用している。

自己点検・評価について

自己点検・評価の視点 自己点検・評価体制における意見・結果・改善に向けた取組等

プログラムの履修・修得状
況

　総合情報学部においては、教育プログラムに設けている必修科目である「データサイエンス入門」と「情報基礎」は卒
業要件としても必修科目であるため、履修・修得がなされていく。工学部においては、「情報基礎」は卒業要件としても
必修科目であるため、履修・修得がなされていく。「データサイエンス入門」については工学部生の約17.4%の履修がな
されている。
　学務システムを通じて提供される履修情報と単位修得状況を基に、各所属の教務委員において学生ごとの履修状
況・修得状況を確認把握するようにしている。各講義にて課せられる課題レポートの提出状況はGoogleClassroomで管
理され課題の提出が遅れがちな学生には直接授業の内外で個別に指導を行い履修を支援している。

教務専門委員会

学生アンケート等を通じた
学生の内容の理解度

　受講者に対して実施している「授業評価アンケート」に、板書や情報機器の利用、配付資料や教科書の利用など、授
業方法が分かりやすく構成されているか質問項目を設けている。また、授業中に行われる小テストで単元ごとの理解
度を確認し、オフィスアワーや電子メールなどで個別に質問を受け付ける体制を常に維持している。

学生アンケート等を通じた
後輩等他の学生への推奨
度

　受講者に対して実施している「授業評価アンケート」の結果を大学Ｗｅｂサイト上に公開することにより、学生は本教
育プログラムの対象科目について、既履修者の意見を閲覧できるようになっている。

全学的な履修者数、履修
率向上に向けた計画の達
成・進捗状況

　本プログラムに設けている「データサイエンス入門」と「情報基礎」は、総合情報学部では卒業要件の必修科目として
いるため年次進行すると履修率は100％に達することになる。工学部においては現在「情報基礎」は卒業要件の必修
科目となっているが、「データサイエンス入門」は選択科目となっている。今後は学生へ履修を進めつつ、工学部でも必
修科目とすることで協議を始めており、全学部で履修率100％となること目指している。
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度【リテラシーレベル】

自己点検・評価の視点 自己点検・評価体制における意見・結果・改善に向けた取組等

学外からの視点

内容・水準を維持・向上しつ
つ、より「分かりやすい」授業
とすること

　１年生は入学時に必携化しているＰＣの利用方法について、情報科学センターが主催するオリエンテーションで説明
し円滑に利用を開始できるようにしている。
　1年前期から数学基礎（微分積分、線形代数）の履修と並行してＤＳ・ＡＩ科目の履修を開始することになるため、高等
学校で文系を選択していた学生には負担があるが、授業時に行われる小テストで理解度を図りながら指導している。
　学生による「授業評価アンケート」や卒業生アンケート、さらに卒業生が勤務する企業からの意見を参考に、講義内
容や授業手法を教務専門委員会で検証し、全教員が参加するＦＤを通じて協議・改善を行っている。

教育プログラム修了者の
進路、活躍状況、企業等
の評価

　学生の就職を支援する就職専門委員会が卒業生へアンケートを実施し、就職した企業等が大学生に求める資質・能
力や、本学へどのような教育・人材育成を期待するかについて毎年、意見･要望を調査している。2022年度入学生から
本プログラムを開始しているため、卒業後にプログラムの修了者の意見や企業からの評価は得られることになってい
る。

産業界からの視点を含め
た教育プログラム内容・手
法等への意見

　数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム九州・沖縄ブロックに連携校として参加しており、コンソーシ
アムで企画されているイベントや研修会で民間企業や団体の意見を参考に点検・評価を行い、卒業生の就職企業へ
大学に対するニーズを調査している。

数理・データサイエンス・ＡＩを
「学ぶ楽しさ」「学ぶことの意
義」を理解させること

リテラシーレベルのモデルカリキュラムと教育方法に準拠し学ぶことの楽しさやその意義を理解させることを含む
「データサイエンス入門」と、情報倫理・個人情報保護・情報セキュリティの側面からデータを取り扱うための基礎的知
識と理解及びデータを活用する基礎的技能として身近なアプリケーションソフトであるWord、Excel、Power Pointを通じ
て履修する「情報基礎」を必修としている。さらに、選択科目として「統計概論」、「データ構造とアルゴリズム」を系統的
に履修することにより、学修を深めることが可能となっている。

また、工学部、総合情報学部に展開する専門科目を履修することにより、リテラシーレベルで修得したＤＳ・ＡＩの要素
は全学生にＰＣを必携化していることもあり、日頃から応用的に活用することが出来ている。これにより卒業時までにＤ
Ｓ・ＡＩの基礎から応用までを自然に身に付けることが可能となっている。
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長崎総合科学大学  学 則 

第１章 目的及び自己評価 

（大学の目的と学部の設置） 

第１条 本学は、建学の精神及び大学の理念に基づいて、広く教養的知識を授けるととも

に深く各専門分野の学術技芸を教授研究し、人間性豊かで創造性に富み地域及び国際社

会に貢献できる人材を養成することによって、人間社会及び科学技術の進展に寄与する

ことを目的とする。 

２ 本学は、前項の目的を具体化するために、工学関係分野の研究教育を展開し、その知

的、道徳的及び応用的能力を有する人材を育成することを目的として、工学部、総合情

報学部の２学部を置く。 

（自己点検・評価） 

第１条の２ 本学は、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況

について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制については別に定める。 

第２章 構 成 

（学部の学科構成と入学定員及び収容定員等） 

第２条 本学に設置する各学部には次の学科を置き、それぞれの入学定員及び収容定員は、

次のとおりとする。 

学  部 学  科 入学定員 収容定員 

工 学 部 工学科 １５０名 ６００名 

総合情報学部 総合情報学科 ８５名 ３４０名 

合 計 ２３５名 ９４０名 

２ 工学部工学科に、船舶工学コース、機械工学コース、建築学コース、電気電子工学コ

ース及び医療工学コースの５コース並びに総合情報学部総合情報学科に、知能情報コー

ス、マネジメント工学コース及び生命環境工学コースの３コースを置く。

３ 総合情報学科については、コースの定員を以下のように定める。 

学  部 学  科 コース 入学定員 収容定員 

総合情報学部 

知能情報コース ３５名 １４０名 

総合情報学科 マネジメント工学コース ３０名 １２０名 

生命環境工学コース ２０名 ８０名 

合 計 ８５名 ３４０名 

４ 本学に教養教育及び基礎教育を充実させるため共通教育部門を置く。 

５ 学部及び学科の修学に関する規程は、別に定める。 

６ 本学に大学院工学研究科を置く。大学院の学則は、別に定める。 

７ 本学に別科日本語研修課程を置く。別科日本語研修課程の規程は、別に定める。 
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第３章 教職員組織 

（学長、副学長、研究科長、学部長） 

第３条 本学に学長、副学長、研究科長及び学部長を置く。 

２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

３ 研究科長及び学部長は、所属を代表し、その運営及び教育・研究に関する校務をつか

さどる。 

４ 学長、副学長、研究科長及び学部長の選考に関する規程は、別に定める。 

（附属施設等の役職） 

第３条の２ 本学に図書館長、研究所長及びセンター長の役職を置く。 

２ 図書館長は、図書館を統括する。 

３ 研究所長及びセンター長は、研究所及びセンターを代表し、その業務を統括する。 

４ 必要に応じて、その他の役職を置くことができる。 

（教育職員等） 

第３条の３ 本学に教授、准教授、講師及び助教を置く。また、本学が必要と認める場合

は、助手及び教務職員を置くことができる。 

２ 教授、准教授、講師及び助教は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事

するとともに、教学運営を行う。 

３ 助手及び教務職員は、教授、准教授、講師及び助教の職務を助ける。 

４ 教育職員の任用及び学外研修等については、別に定める。 

５ 本学に名誉教授を置くことができる。名誉教授に関する規程は、別に定める。 

６ 本学に特任教授、学術教授、客員教授及び学術研究員を置くことができる。特任教授、

学術教授、客員教授及び学術研究員の任用については、別に定める。 

（事務職員等） 

第４条  本学に事務職員及びその他の職員を置く。 

（職員研修の機会等） 

第４条の２ 本学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、第３条の３及び第４

条に定める職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させる

ための研修の機会を設けるなど、必要な取り組みを行うものとする。 

（会議体の設置） 

第５条  本学に全学教授会及び代議員会を置く。 

（全学教授会） 

第５条の２ 学教授会は、学長、教授、准教授、講師（専任）及び助教をもって構成する。 

２ 学長は、必要と認める場合、全学教授会に助手、教務職員及び事務職員を参加させる

ことができる。 

３ 全学教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるもの

とする。 

(１) 学生の入学及び卒業

(２) 学位の授与
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(３) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で全学教授会の意見を

聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 

４ 全学教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に

関する事項について審議し、学長、学部長の求めに応じ意見を述べることができる。 

５ 全学教授会に関する規程は、別に定める。 

（代議員会） 

第５条の３  全学教授会は、教学の円滑な運営を図るため、代議員会を置く。 

２ 代議員会は、学長、副学長、研究科長、学部長、コース長及び共通教育部門長をもっ

て構成する。 

３ 議員会に関する規程は、別に定める。 

第４章 教育課程の編成 

（教育課程の編成） 

第６条  本学の教育上の目的を達成するため、別に教育課程の編成・実施の方針を明示す

る。 

２ 前項に基づき、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。 

（授業科目区分） 

第６条の２ 工学部及び総合情報学部の授業科目は、共通科目系列に理数科目、形成科目、

情報・キャリア科目及び外国語科目、専門科目系列に基礎科目及び専門科目並びに教職

に関する科目に区分する。各授業科目は、さらに必修科目、選択科目及び自由科目とす

る。 

（授業科目及び単位数） 

第６条の３  工学部及び総合情報学部の授業科目及び単位数は、別表１による。 

（成績評価基準等の明示） 

第７条 授業の方法、内容、授業計画及び成績評価基準等については、別に明示する。 

第５章 履修方法及び卒業の認定 

（履  修） 

第８条 全課程を４年に配分し、これを履修させる。 

（修学方法） 

第９条 修学履修方法については、別に定める各学部修学規程による。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第９条の２ 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生

に当該他大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により修得した授業科目の単位については、３０単位を超えない範囲で本

学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 
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第９条の３ 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科

における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修と

みなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したものとみ

なす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第９条の４ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学に

おいて履修した授業科目について修得した単位（第３３条の規定により修得した単位を

含む。）を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する

学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与え

ることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学等の

場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第９条の２及び前条に

より本学において修得したとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

（授業の形態） 

第９条の５ 授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれか若しくはこれらの併用に

より行うものとする。 

２ 前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所

で履修させることができる。 

３ 第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様な

メディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい

ても、同様とする。 

４ 第１項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

５ 第１３条に規定する卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第２項の授業の方法

により修得する単位数は、６０単位を超えないものとする。 

（単位数の計算） 

第１０条 １単位の授業科目は、４５時間の学修を必要とする内容をもって構成するもの

とし、次の各号の基準により計算する。 

(１) 講義及び演習は、週１時間１５週をもって１単位とする。

(２) 実習、実験、実技及び製図は、週２時間１５週をもって１単位とする。

(３) 前２号にかかわらず特に指定した科目は、週３時間１５週をもって１単位とする。 

２ 前項第１号の講義及び演習においては、教育効果を考慮して週１時間から２時間の範

囲で定めることができる。 

３ 前２項の基準にかかわらず、卒業研究は、学修の成果を評価し、合格した者に対して

１０単位を与える。 

（考査及び評定） 
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第１１条 学生が一つの授業科目を履修した場合は考査を行い、合格した者に対しては

単位を与える。この場合、考査は、試験、論文、報告書、学びに対する姿勢の評価そ

の他によって実施する。 

２ 考査の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５種類をもってこれを表し、Ｓは９０点から

１００点、Ａは 80 点から 89 点、Ｂは７０点から７９点、Ｃは６０点から６９点、Ｄ

は５９点以下とし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格、Ｄを不合格とする。 

３ 前項の基準にかかわらず、特に定めた授業科目についての考査の評定は、Ｎ、Ｄの

２種類をもってこれを表し、Ｎを合格、Ｄを不合格とする。 

（その他の学修成果の指標） 

第１１条の２ 学修成果の指標の内、前条に定めるものの他で必要な事項は、別に定め

る。 

（修業年限） 

第１２条 修業年限は４年とし、在学期間は修業年限の２倍を超えることができない。 

（卒業認定単位数） 

第１３条 卒業に必要な単位数は、別表１に定める授業科目から合計１２４単位以上とし、

さらに以下の基準を満たすものとする。 

２ 工学部の卒業に必要な基準を以下のように定める。 

（１）前項の単位は、次のア～カの基準を満たすものとする。

ア 共通科目系列の理数科目及び専門科目系列の基礎科目から合計１２単位以上

修得する。 

イ 共通科目系列の形成科目から８単位以上を修得する。

ウ 共通科目系列の外国語科目から英語科目８単位以上（日本語が母語ではない学

生は、日本語科目８単位以上または英語科目８単位以上）を修得する。 

エ 共通科目系列の情報・キャリア科目から必修科目を含む４単位以上を修得する。 

オ 専門科目系列の専門科目から７０単位以上を修得する。

カ コースの定めた必修科目を全て修得する。

（２）前号の基準にかかわらず、自コース以外の本学の開講科目を１０単位まで加える

ことができる。 

３ 総合情報学部の卒業に必要な基準を以下のように定める。 

（１）第１項の単位は、次のア～カの基準を満たすものとする。

ア 共通科目系列の理数科目及び専門科目系列の基礎科目から合計２０単位以上

修得する。

イ 共通科目系列の形成科目から８単位以上を修得する。

ウ 共通科目系列の外国語科目から英語科目８単位以上（日本語が母語ではない学

生は、日本語科目８単位以上または英語科目８単位以上）を修得する。 

エ 共通科目系列の情報・キャリア科目から必修科目を含む４単位以上を修得する。 

オ 専門科目系列の専門科目から７０単位以上を修得する。なお、コースが指定す

る他コース又は他

学部他学科の関連分野の開講科目群から２０単位までをこの７０単位に含める

ことができる。
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カ コースの定めた必修科目を全て修得する。

（２）前号の基準にかかわらず、自コース以外の本学の開講科目を１０単位まで加える

ことができる。 

４ 履修の方法及び卒業要件については、別に定める各学部の修学規程による。 

（卒 業） 

第１４条 第１２条に規定する修業年限以上の期間を在学し、第１３条にある所定の卒業

認定単位数を修得した者には、全学教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定する。 

２ 学長は、前項で卒業を認定した者に対して、卒業証書・学位記を授与する。 

（学  位） 

第１４条の２  本学において授与する学士の学位は、次のとおりとする。 

工 学 部 学士 （工学） 

総 合 情 報 学 部 学士 （工学） 

第６章 教員免許状並びに食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格の取得 

（教員免許状の取得） 

第１５条 教員の免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法及び教育職

員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２  学部において、当該所要資格を取得できる教員の免許状は、次のとおりとする。 

学 部 学 科及びコース 教 員 免 許 状 の 種 類 

工 学 部 工 学 科 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 工業 

総合情報学部 

総 合 情 報 学 科 

  知 能 情 報 コ ー ス 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 情報 

 マネジメント工学コース 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 商業 

 生命環境工学コース 
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 理科 

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 理科 

３ 大学院の教育職員免許状取得については、別に定める大学院学則による。 

４  教職課程の履修方法については、教職課程履修規程で定める。 

（食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格の取得） 

第１５条の２ 総合情報学部総合情報学科生命環境工学コースに、食品衛生管理者及び食

品衛生監視員資格取得のため、その養成課程を設ける。 

２ 前項の履修については、食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成課程履修規程で定め

る。 

第７章 入学、休学、留学、退学等 

（入学時期） 

第１６条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第２２条による退学者が再入学す

23



る場合は、後期入学を認めることができる。 

（入学資格） 

第１７条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を持ち、かつ、

本学所定の入学検定に合格した者でなければならない。 

(１) 高等学校を卒業した者

(２) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

(３) 文部科学大臣が高等学校の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 

(４) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定した者 

(５) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者

(６) 文部科学大臣の指定した者

(７) その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校卒業者と同等以上の学力があ

ると認めた者 

（入学の出願） 

第１８条 入学志願者は、入学検定料を納入し、別に定める入学願書に必要書類を添えて、

所定の期日までに願い出なければならない。 

（入学者の選抜） 

第１８条の２ 前条の入学志願者について、別に定めるところにより選考を行う。 

２ 選考による合格者は、全学教授会の意見を聴いて学長が決定する。 

（入学許可） 

第１９条  本学所定の入学検定に合格し、指定期日までに必要書類を提出し、かつ、入学

金、授業料等を納入した者は、全学教授会の意見を聴いて学長が入学を許可する。 

（休学及び復学） 

第２０条 疾病又は止むを得ない事由によって３月以上修学することができない者は、保

証人連署をもって必要期間休学を願い出ることができる。ただし、疾病による場合は、

願書に医師の診断書を添付しなければならない。 

２ 学長は、特別の必要があると認めた者には、休学を命ずることができる。 

３ 休学の事由がなくなったときは、学長が復学させる。ただし、休学期間は、在学期間

に算入しない。 

４ 休学期間は、１年以内とし、通算して４年を超えることができない。 

（留  学） 

第２１条 学生は、学長が承認した場合に限り、留学することができる。 

２ 第９条の２第３項の規定による留学により取得した単位は、学長が適当と認める場合

に限り、３０単位を超えない範囲で第１３条の修得単位として認定される。 

３ 留学に関する規程は、別に定める。 

（退  学） 

第２２条  退学しようとする者は、その事由を詳記し、保証人連署をもって願い出なけれ

ばならない。 
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２ 授業料等の納付を怠り督促を受けてもなお納入しない者は、学長が退学させる。 

（除  籍） 

第２３条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍することができる。 

(１) 疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められた者

(２) 正当の事由なしに欠席が引続き３月以上に及んだ者

（転学部及び転コース） 

第２４条 転学部及び転コースを志願する者があるときは、全学教授会の意見を聴いて学

長が許可することができる。 

２ 転学部及び転コースに関する規程は、別に定める。 

（編入学及び再入学） 

第２５条  次の各号の一に該当する者は、欠員がある場合に限り、全学教授会の意見を聴

いて学長が相当年次に入学を許可することができる。 

(１) 学士の学位を有する者

(２) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(３) 他の大学に在学中の者又は在学した者

(４) 専修学校専門課程修了者で、専門士の称号を有する者又は１７００時間以上の授

業時間の受講証明がある者（ただし、学校教育法に規定する大学入学資格を有する

こと。） 

(５) 本学を退学した者又は授業料等未納により退学させられた者で再入学を希望する

者 

２ 編入学に関する規程は、別に定める。 

（単位認定） 

第２６条 前条により編入学又は再入学を許可される者の在学年数、履修科目及び既得単

位は、全学教授会の意見を聴いて学長が認定する。 

（入学手続） 

第２７条 第２５条に規定する者が入学を志願する場合の手続きについては、第１６条、

第１９条の規定を準用する。 

第８章 入学検定料、入学金、授業料等 

（入学検定料、入学金、授業料等） 

第２８条 入学検定料、入学金、授業料等の学費については、別表２による。 

２  既納の入学検定料、入学金、授業料等の学費については、原則として返還しない。 

３ 授業料、教育充実費及び実験実習料は、次の二期に分けて納入しなければならない。

ただし、年額を前期に全納することを妨げない。 

 前期は  ４月１５日までに 

   後期は  １０月１５日までに 

４ 学費の納入については、別に定める授業料等納入規程による。 

５ 授業料等の減免に関する規程は、別に定める。 

（休学在籍料） 
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第２９条 休学期間中の授業料等は、その学期の全額を免除することができる。ただし、

この場合は、在籍料を納入しなければならない。 

２ 前項の適用は、別に定める授業料等納入規程による。 

（奨学金・授業料の減免） 

第２９条の２ 本学の優秀な学生や、経済的に修学が困難な学生に対して、奨学金を給付又は

授業料の減免をすることができる。 

２ 減免や奨学金に関する規程については、別に定める。 

第９章 委託研究生、留学生、聴講生、特別聴講学生、科目等履修生、研究生 

（委託研究生） 

第３０条 公共団体、会社等が一年以上を在学期間として修業科目を定めて委託研究生と

して推薦しようとするときは、学長は、全学教授会の意見を聴いて許可することができ

る。 

２ 委託研究生に関する規程は、別に定める。 

（留学生） 

第３１条 外国人で本学を志願する者については、学長は、全学教授会の意見を聴いて入

学を許可することができる。 

２ 留学生に関する規程は、別に定める。 

（聴講生） 

第３２条 本学所定の科目中１科目又は数科目を選び聴講しようとする者があるときは、

学長は、全学教授会の意見を聴いて相当の学力があると認められた者に限り、学期毎に

聴講生として許可することができる。 

２ 聴講生に関する規程は、別に定める。 

（特別聴講学生） 

第３２条の２ 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）の学生で、本

学において授業科目を履修することを志望する者があるときは、本学の教育研究に支障

のない場合に限り、当該大学又は短期大学との協議に基づき、学長は、全学教授会の意

見を聴いて特別聴講学生として入学を許可することができる。 

２ 特別聴講学生に関する規程は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第３３条 本学において開設する授業科目のうち１科目又は複数の授業科目の履修を志

願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、学長は、全学教授会

の意見を聴いて科目等履修生として許可することができる。 

２ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

（研究生） 

第３４条 本学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、特に本学で研究を

希望する者があるときは、学長は、全学教授会の意見を聴いて研究生として許可するこ

とができる。 

２ 研究生に関する規程は、別に定める。 
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第１０章  学年、学期、休業日 

（学年及び授業期間） 

第３５条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

２ １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則と

する。 

（学  期） 

第３６条 学年を次の二期に分ける。 

 前  期  ４月１日から９月３０日まで 

   後  期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 学長は、必要と認めるとき、前項にある二期の期間を変更することができる。 

（休業日） 

第３７条 休業日は、次のとおりとする。 

 日曜日、国民の祝日 

 開学記念日（４月１日） 

 春季休業（３月２６日から４月４日まで） 

 夏季休業（８月１日から９月３０日まで） 

 冬季休業（１２月２０日から翌年１月７日まで） 

２ 学長は、必要と認めるとき、休業日を変更することができる。 

３ 臨時の休業日は、その都度、学長が定める。 

 第１１章  附 属 施 設 

（センター及び研究所）

第３８条 本学に保健センター、情報科学センター、海洋スポーツ文化センター及びオー

プンイノベーションセンターを置く。 

２ 本学に地域科学研究所及び長崎平和文化研究所を置く。 

３ 前２項に規定するセンター及び研究所に関する規程は、別に定める。 

（図書館） 

第３９条 本学に図書館を設置する。 

２ 図書館に関する規程は、別に定める。 

（実験室及び実習室） 

第４０条 本学に実験室及び実習室を置く。 

（学生寮） 

第４１条 本学に学生寮を置く。 

２ 学生寮に関する規程は、別に定める。 

第１２章  賞 罰 
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（表  彰） 

第４２条 学長は、人物・学業が優秀で他の学生の模範となる行為のあった学生を、表彰

することができる。 

（優待生） 

第４３条 学長は、全学教授会の推薦により学力及び人格が特に優秀な学生を、優待生と

して第３年次より２年間又は第４年次より１年間の授業料を免除することができる。 

２ 優待生に関する規程は、別に定める。 

（特待生） 

第４３条の２ 本学に入学を許可された者で、人物に優れ、成績優秀な者又は高度な資格

を有し、それを本学で発揮しようとするなど特色ある者に対して、学長は、全学教授会

の意見を聴いてその授業料を免除又は減免することができる。 

２ 特待生に関する規程は、別に定める。 

（懲  戒） 

第４４条 本学の規程にそむき、学生の本分に反する行為があった者に対しては、全学教

授会の意見を聴いて学長が懲戒することができる。 

２ 懲戒の種類は、譴責、停学、退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(２) 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に著しく反した者

４ 懲戒に関する規程は、別に定める。 

第１３章 補 則 

（細  則） 

第４５条 この学則施行に必要な細則は、別に定める。 

（改  定） 

第４６条 この学則の改定は、全学教授会の意見を聴いて理事会が決定する。 

附 則  １ この学則は、昭和４０年４月１日より施行する。 

２ この学則の改定は、昭和４３年４月１日より施行する。 

３ この学則の改定は、昭和４７年４月１日より施行する。 

４ この学則の改定は、昭和４８年４月１日より施行する。 

５ この学則の改定は、昭和５１年４月１日より施行する。 

６ この学則の改定は、昭和５３年４月１日より施行する。 

７ この学則の改定は、平成２年４月１日より施行する。 

８ この学則の改定は、平成３年４月１日より施行し、平成３年度入学生よ

り適用する。 

ただし、第２条第１項の学生定員にかかわらず平成３年度から平成１

１年度までの学生定員は下記の通りとする。 

工学部 船舶工学科  入学定員   ８０名 
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〃 機械工学科 〃  ７０名 

〃 電気工学科 〃  ９０名 

〃 建 築 学 科 〃  ９０名 

〃 管理工学科 〃  ９０名 

計  ４２０名 

９ この学則の改定は、平成３年９月２８日より施行する。 

１０ この学則の改定は、平成４年４月１日より施行し、平成４年度入学生

より適用する。 

ただし、第２条第１項及び付則８の規定にかかわらず平成４年度から

平成１１年度までの入学定員は下記の通りとする。 

工学部 船舶工学科 入学定員  ８０名 

〃 機械工学科 〃 １１０名 

〃 電気工学科 〃  ９０名 

〃 建 築 学 科 〃  ９０名 

〃 管理工学科 〃  ９０名 

計 ４６０名 

１１ この学則の改定は、平成５年４月１日より施行し、平成５年度入学生

より適用する。 

１２ この学則の改定は、平成６年４月１日より施行し、平成６年度入学生

より適用する。 

ただし、第３３条については、第２年次以上の在学生にも適用する。 

１３ この学則の改定は、平成７年４月１日より施行し、平成７年度入学生

より適用する。 

１４ この学則の改定は、平成８年４月１日より施行し、平成８年度入学生

より適用する。 

ただし、第３７条については、第２年次以上の在学生にも適用する。 

１５ この学則の改定は、平成９年４月１日より施行し、平成９年度入学生

より適用する。 

ただし、第３７条については、第２年次以上の在学生にも適用する。 

１６ この学則の改定は、平成１０年４月１日より施行し、平成１０年度入

学生より適用する。 

１７ この学則の改定は、平成１１年４月１日より施行し、平成１１年度入

学生より適用する。 

１８ この学則の改定は、平成１２年４月１日より施行し、平成１２年度入

学生より適用する。 

ただし、第２条第１項の学生定員にかかわらず、平成１２年度から平

成１６年度までの学生定員は下記の通りとする。また、第１６条、第２

２条、第２３条、第２５条、第２９条及び第３７条については、第２年
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次以上の在学生にも適用する。 

平成１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 

工学部  船舶工学科 入学定員 ７８名 ７６名 ７４名 ７２名 ７０名 

〃   機械工学科 〃    １０７名 １０４名 １０１名 ９８名 ９５名 

  〃電気電子情報工学科 〃     ８８名 ８６名 ８４名 ８２名 ８０名 

〃   建築学科 〃     ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 ９０名 

〃   経営ｼｽﾃﾑ工学科 〃     ８６名 ８２名 ７８名 ７４名 ７０名 

計    ４４９名 ４３８名 ４２７名 ４１６名 ４０５名 

１９ この学則の改定は、平成１２年６月１日より施行する。 

２０ この学則の改定は、平成１３年４月１日より施行し、平成１３年度入

学生より適用する。 

ただし、第９条の２については、第２年次以上の在学生にも適用する。 

２１ この学則の改定は、平成１４年３月８日より施行する。 

２２ この学則の改定は、平成１４年４月１日より施行する。ただし、第１

５条については、人間環境学部の第２年次の在学生にも適用する。 

２３ この学則の改定は、平成１４年６月１日より施行する。 

２４ この学則の改定は、平成１５年４月１日より施行する。 

２５ この学則の改定は、平成１６年４月１日より施行する。 

２６ この学則の改定は、平成１７年４月１日より施行する。 

  この学則の施行に当り第２条第１項、第１３条、第１５条は、平成１

７年４月１日より工学部経営システム工学科の学生募集を停止するこ

とに伴い、当該学科の学生が在学する期間は従前の規定を適用する。 

２７ この学則の改定は、平成１８年４月１日より施行する。 

２８ この学則の改定は、平成１８年６月１日より施行し、平成１８年度後

期入学生から適用する。 

２９ この学則の改定は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度入

学生から適用する。 

３０ この学則の改定は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度入

学生から適用する。 

３１ この学則の改定は、平成２０年８月１日から施行する。 

３２ この学則の改定は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度入

学生から適用する。 

３３ この学則の改定は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度入

学生から適用する。 

３４ この学則の改定は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度入

学生から適用する。 

３５ この学則の改定は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度入
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学生から適用する。ただし、第４３条の２については、平成２５年度入

学生から適用する。 

３６ この学則の改定は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度入

学生から適用する。 

３７ この学則の改定は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度入

学生から適用する。 

工学部船舶工学科、機械工学科、電気電子工学科、情報学部知能情報学

科、経営情報学科、環境・建築学部人間環境学科、建築学科においては、

平成２６年度から募集を停止し、在学生の卒業をもって廃止する。 

学則第２条の規定にかかわらず、平成２６年度から平成２９年度まで

の収容定員は、次のとおりとする。 

学部・学科名 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

工学部船舶工学科 １００名 ６５名 ３０名 ０名 

工学部機械工学科 １２５名 ８０名 ３５名 ０名 

工学部電気電子工学科 １３５名 ９０名 ４５名 ０名 

情報学部知能情報学科 １２５名 ８０名 ３５名 ０名 

情報学部経営情報学科 １２０名 ７５名 ３０名 ０名 

環境・建築学部人間環境学科 １２０名 ７５名 ３０名 ０名 

環境・建築学部建築学科 １２０名 ７５名 ３０名 ０名 

３８ この学則の改定は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度入学

生から適用する。 

工学部船舶工学科、機械工学科、電気電子工学科、情報学部知能情報学科、

経営情報学科、環境・建築学部人間環境学科、建築学科においては、平成２

６年度から募集を停止し、在学生の卒業をもって廃止する。学則第２条の規

定にかかわらず、平成２７年度から平成３０年度までの収容定員は、次のと

おりとする。 

学部・学科名 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

工学部船舶工学科 ６５名 ３０名 ０名 ０名 

工学部機械工学科 ８０名 ３５名 ０名 ０名 

工学部電気電子工学科 ９０名 ４５名 ０名 ０名 

情報学部知能情報学科 ８０名 ３５名 ０名 ０名 

情報学部経営情報学科 ７５名 ３０名 ０名 ０名 

環境・建築学部人間環境学科 ７５名 ３０名 ０名 ０名 

環境・建築学部建築学科 ７５名 ３０名 ０名 ０名 

３９ この学則の改定は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度入学

生から適用する。 

工学部船舶工学科、機械工学科、電気電子工学科、情報学部知能情報学科、

経営情報学科、環境・建築学部人間環境学科、建築学科においては、平成２

６年度から募集を停止し、在学生の卒業をもって廃止する。学則第２条の規
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定にかかわらず、平成２８年度から平成３１年度までの収容定員は、次のと

おりとする。 

学部・学科名 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

工学部船舶工学科 ３０名 ０名 ０名 ０名 

工学部機械工学科 ３５名 ０名 ０名 ０名 

工学部電気電子工学科 ４５名 ０名 ０名 ０名 

情報学部知能情報学科 ３５名 ０名 ０名 ０名 

情報学部経営情報学科 ３０名 ０名 ０名 ０名 

環境・建築学部人間環境学科 ３０名 ０名 ０名 ０名 

環境・建築学部建築学科 ３０名 ０名 ０名 ０名 

４０ この学則の改定は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度入学

生から適用する。 

４１ この学則の改定は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度入学

生より適用する。 

４２ この学則の改定は、平成３１年４月１日から施行する。 

ただし、第２８条に基づき別表２に規定する平成３２年度の入学金及び

授業料については、平成３２年度入学生から適用する。 

４３ この学則の改定は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度入学生よ

り適用する。 

４４ この学則の改定は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度入学生よ

り適用する。ただし、第９条の５、第１４条、第１４条の２、第２０条第４

項、第２５条、第２８条第２項、第２９条の２、第３６条第２項、第３７ 

条については、２年次以上の在学生にも適用する。 

４５ この学則の改定は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度入学生よ

り適用する。 
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別表１（授業科目） 

（１）工学部工学科授業科目

授業科目 

の 区 分 
授  業  科  目  ( 単  位 ) 

共 

通 

科 

目 

系 

列 

理 

数

基 礎 数 学 (3) 微 分 積 分 学 Ⅰ (4) 微 分 積 分 学 Ⅱ (4) 微 分 積 分 学 Ⅲ (2) 

線 形 代 数 学 Ⅰ (2) 線 形 代 数 学 Ⅱ (2) 力 学 Ⅰ (2) 力 学 Ⅱ (2) 

熱 力 学 (2) 電 磁 気 学 (2) 

形

成

大 学 生 入 門 (2) 平 和 を 学 ぶ (2) ながさきを学ぶ (2) 哲 学 (2) 

歴 史 学 (2) 近 現 代 史 (2) 社 会 学 Ｉ (2) 社 会 学 Ⅱ (2) 

教 育 学 (2) 現代社会と教育 (2) 心 理 学 (2) 人 間 関 係 論 (2) 

日 本 文 化 論 (2) 憲 法 Ⅰ (2) 憲 法 Ⅱ (2) 法 学 入 門 (2) 

現 代 社 会 と 法 (2) 経 済 学 (2) 政 治 学 (2) 人文科学ゼミⅠ (2) 

人文科学ゼミⅡ (2) 社会科学ゼミⅠ (2) 社会科学ゼミⅡ (2) 教 養 特 別 講 義 (2) 

保健体育実技Ａ (1) 保健体育実技Ｂ (1) 

情
報

・

キ
ャ
リ
ア

情 報 基 礎 (2) パーソナルコンピュータの基礎 (2) 情 報 科 学 (2) 情 報 と 社 会 (2) 

情報機器活用演習 (2) インターンシップ (2) 将来計画フォーラムⅠ (1) 将来計画フォーラムⅡ (1) 

外 

国 

語 

基 礎 英 語 Ⅰ Ａ (1) 基 礎 英 語 Ⅰ Ｂ (1) 基 礎 英 語 Ⅱ Ａ (1) 基 礎 英 語 Ⅱ Ｂ (1) 

英 語 Ⅰ Ａ (2) 英 語 Ⅰ Ｂ (2) 英 語 Ⅱ (2) 英 語 Ⅲ (2) 

英 語 演 習 Ａ (2) 英 語 演 習 Ｂ (2) 日 本 語 Ⅰ Ａ (2) 日 本 語 Ⅰ Ｂ (2) 

日 本 語 Ⅱ Ａ (2) 日 本 語 Ⅱ Ｂ (2) 日 本 語 Ⅲ (2) 日 本 語 Ⅳ (2) 

日 本 語 演 習 Ａ (2) 日 本 語 演 習 Ｂ (2) 
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授業科目 

の 区 分 
授  業  科  目  ( 単  位 ) 

専 
 

門 
 

科 
 

目 
 

系 
 

列

基
礎
科
目

微 分 方 程 式 (2) フーリエ変換ラプラス変換 (2) ベ ク ト ル 解 析 (2) 確 率 ・ 統 計 (2) 

代 数 学 Ａ (2) 代 数 学 Ｂ (2) 幾 何 学 Ａ (2) 幾 何 学 Ｂ (2) 

プログラミング基礎 (2) プログラミング応用 (2) 

専
門
科
目

（船
舶
工
学
コ
ー
ス
）

図 学 (4) 職 業 指 導 Ⅰ (2) 職 業 指 導 Ⅱ (2) 工 業 科 教 育 法 Ⅰ (2) 

工業科教育法Ⅱ (2) 工 学 概 論 (2) 技 術 と 倫 理 (2) 数 値 計 算 法 (2) 

工学フォーラム (2) 造 船 幾 何 (2) 船 体 構 造 (2) 船舶海洋工学基礎実験 (2) 

浮 体 静 力 学 (2) 船 体 復 原 論 (2) 流 体 力 学 Ⅰ (2) 流 体 力 学 Ⅱ (2) 

船体抵抗推進論 (2) 船 体 運 動 論 (2) 材 料 力 学 Ⅰ (2) 材 料 力 学 Ⅱ (2) 

構 造 力 学 (2) 船 体 強 度 論 Ⅰ (2) 船 体 強 度 論 Ⅱ (2) 機 械 材 料 学 (2) 

機 械 力 学 Ⅰ (2) Ｃ Ａ Ｄ 基 礎 (2) 船 舶 Ｃ Ａ Ｄ (2) 造 船 設 計 Ⅰ (2) 

造船設計Ⅰ演習 (1) 造 船 設 計 Ⅱ (2) 造 船 設 計 Ⅱ 演 習 (1) 造 船 設 計 Ⅲ (2) 

造船設計Ⅲ演習 (1) 造 船 設 計 Ⅳ (2) 造 船 設 計 Ⅳ 演 習 (1) 船 舶 設 計 論 (2) 

現代造船技術論 (2) 海 洋 資 源 学 (2) 海 洋 エ ネ ル ギ ー 学 (2) 操 船 学 同 演 習 (3) 

海 洋 工 学 (2) 海 洋 空 間 利 用 学 (2) 海 洋 生 物 と 環 境 (2) 海中ロボット工学 (2) 

プロジェクトⅠ (2) プ ロ ジ ェ ク ト Ⅱ (2) プ ロ ジ ェ ク ト Ⅲ (2) プ ロ ジ ェ ク ト Ⅳ (2) 

工 場 実 習 (2) 情 報 基 礎 演 習 B (2) 卒 業 研 究 Ⅰ (5) 卒 業 研 究 Ⅱ (5) 

専
門
科
目

（機
械
工
学
コ
ー
ス
）

職 業 指 導 Ⅰ (2) 職 業 指 導 Ⅱ (2) 工 業 科 教 育 法 Ⅰ (2) 工 業 科 教 育 法 Ⅱ (2) 

工 学 概 論 (2) 技 術 と 倫 理 (2) 数 値 計 算 法 (2) 材 料 力 学 Ⅰ (2) 

材 料 力 学 Ⅱ (2) 機 械 材 料 学 (2) 材 料 強 度 学 (2) 機 構 学 (2) 

機 械 設 計 (2) 航 空 工 学 (2) 工 学 フ ォ ー ラ ム (2) ロボット工学実習 (2) 

自動車工学実習 (2) 機 械 力 学 Ⅰ (2) 機 械 力 学 Ⅱ (2) 計 測 工 学 (2) 

流 体 工 学 Ⅰ (2) 流 体 工 学 Ⅱ (2) 工 業 熱 力 学 (2) 内 燃 機 関 (2) 

振 動 工 学 (2) エ ネ ル ギ ー 工 学 (2) 流 体 機 械 (2) ト ラ イ ボ ロ ジ ー (2) 

伝 熱 工 学 (2) 機 械 製 図 (2) 機 械 Ｃ Ａ Ｄ (2) 工 学 基 礎 実 験 (2) 

機械工学演習Ⅰ (2) 機 械 工 学 演 習 Ⅱ (2) 機 械 工 学 実 験 Ⅰ (2) 機 械 工 学 実 験 Ⅱ (2) 

機 械 設 計 製 図 (2) 機 械 工 学 ゼ ミ (2) 工 場 実 習 (2) 機 械 と 国 際 化 (2) 

技 術 英 語 (2) 技術者コミュニケーション実習 (2) 制 御 工 学 (2) メ カ ト ロ ニ ク ス (2) 

自 動 車 工 学 (2) 電 気 工 学 基 礎 Ⅰ (2) 電 気 工 学 基 礎 Ⅱ (2) 電 気 回 路 Ⅰ (2) 

電 気 回 路 Ⅱ (2) 電 子 工 学 基 礎 (2) デ ジ タ ル 回 路 基 礎 (2) ア ナ ロ グ 回 路 Ⅰ (2) 

アナログ回路Ⅱ (2) デジタル回路設計Ⅰ (2) デジタル回路設計Ⅱ (2) 集積システム設計 (2) 

データ構造とアルゴリズム (2) ロボット工学概論 (2) コンピュータシステム (2) プログラミングⅠ (2) 

プログラミングⅡ (2) オペレーティングシステム (2) 組 込 み シ ス テ ム (2) 情 報 基 礎 演 習 B (2) 

卒 業 研 究 Ⅰ (5) 卒 業 研 究 Ⅱ (5) 

専
門
科
目

（建
築
学
コ
ー
ス
）

図 学 (4) 職 業 指 導 Ⅰ (2) 職 業 指 導 Ⅱ (2) 工 業 科 教 育 法 Ⅰ (2) 

工業科教育法Ⅱ (2) 工 学 概 論 (2) 技 術 と 倫 理 (2) 数 値 計 算 法 (2) 

工学フォーラム (2) 建 築 製 図 Ａ (3) 建 築 製 図 Ｂ (3) 建築設計製図ⅠＡ (3) 

建築設計製図ⅠＢ (3) 建築設計製図ⅡＡ (3) 建 築 設 計 製 図 Ⅱ Ｂ (3) 造 形 デ ザ イ ン (2) 

建 築 計 画 Ａ (2) 建 築 計 画 Ｂ (2) 西 洋 建 築 史 (2) 日 本 建 築 史 (2) 

建築学海外研修 (2) 都 市 計 画 (2) 構 造 力 学 Ⅰ (4) 構 造 力 学 Ⅱ Ａ (2) 

構 造 力 学 Ⅱ Ｂ (2) 建 築 一 般 構 造 (2) 木 質 構 造 (2) 鉄筋コンクリート構造 (2) 

鋼 構 造 (2) 環 境 工 学 Ⅰ (2) 環 境 工 学 Ⅱ (2) 環 境 工 学 実 験 (1) 

建 築 設 備 基 礎 (2) 建 築 設 備 計 画 (2) 建 築 材 料 (2) 建 築 施 工 (2) 

建 築 概 論 (2) 建 築 Ｃ Ａ Ｄ (2) 建 築 設 計 製 図 Ｓ Ａ (3) 建築設計製図ＳＢ (3) 

住 生 活 文 化 論 (2) 現 代 建 築 事 情 (2) 建 築 法 規 (2) 建 築 学 演 習 (3) 

研究ゼミナール (2) 情 報 基 礎 演 習 B (2) 卒 業 研 究 Ⅰ (5) 卒 業 研 究 Ⅱ (5) 
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授業科目 

の 区 分 
授  業  科  目  ( 単  位 ) 

専 

門 

科 

目 

系 

列 

専
門
科
目

（電
気
電
子
工
学
コ
ー
ス
）

職 業 指 導 Ⅰ ( 2 ) 職 業 指 導 Ⅱ ( 2 ) 工 業 科 教 育 法 Ⅰ ( 2 ) 工 業 科 教 育 法 Ⅱ ( 2 ) 

工 学 概 論 ( 2 ) 技 術 と 倫 理 ( 2 ) 数 値 計 算 法 ( 2 ) 工 学 フ ォ ー ラ ム ( 2 ) 

電 気 工 学 基 礎 Ⅰ ( 2 ) 電 気 工 学 基 礎 Ⅱ ( 2 ) 電 気 回 路 Ⅰ ( 2 ) 電 気 回 路 Ⅱ ( 2 ) 

電 気 回 路 Ⅲ ( 2 ) 応 用 電 磁 気 学 Ⅰ ( 2 ) 応 用 電 磁 気 学 Ⅱ ( 2 ) 集 積 シ ス テ ム 設 計 ( 2 ) 

デジタル回路基礎 ( 2 ) デジタル回路設計Ⅰ ( 2 ) デジタル回路設計Ⅱ ( 2 ) 電 子 工 学 基 礎 ( 2 ) 

ア ナ ロ グ 回 路 Ⅰ ( 2 ) ア ナ ロ グ 回 路 Ⅱ ( 2 ) 電 気 機 器 ( 4 ) エネルギー変換工学 ( 2 ) 

パワーエレクトロニクスⅠ ( 2 ) パワーエレクトロニクスⅡ ( 2 ) 送 配 電 工 学 Ⅰ ( 2 ) 送 配 電 工 学 Ⅱ ( 2 ) 

電気法規・電気施設管理 ( 2 ) 制 御 工 学 ( 2 ) 電 気 電 子 計 測 ( 2 ) 電 気 ・ 電 子 材 料 ( 2 ) 

半導体デバイスⅠ ( 2 ) 半導体デバイスⅡ ( 2 ) 情 報 通 信 工 学 Ⅰ ( 2 ) 情 報 通 信 工 学 Ⅱ ( 2 ) 

電 磁 波 工 学 ( 2 ) 電 波 法 規 ( 2 ) コンピュータシステム ( 2 ) 工 学 基 礎 実 験 ( 2 ) 

電気電子工学実験Ⅰ ( 2 ) 電気電子工学実験Ⅱ ( 2 ) 電気機器設計製図 ( 2 ) 電気電子工学演習ⅠＡ ( 1 ) 

電気電子工学演習ⅠＢ ( 1 ) 電気電子工学演習ⅡＡ ( 1 ) 電気電子工学演習ⅡＢ ( 1 ) 電気電子工学演習ⅢＡ ( 1 ) 

電気電子工学演習ⅢＢ ( 1 ) 電気電子工学演習ⅣＡ ( 1 ) 電気電子工学演習ⅣＢ ( 1 ) 情報セキュリティ概論 ( 2 ) 

オペレーティングシステム ( 2 ) 組込み（ＩＯＴ）システム ( 2 ) 統 計 概 論 ( 2 ) データサイエンス実験Ⅰ ( 1 ) 

データ構造とアルゴリズム ( 2 ) データベース基礎 ( 2 ) ネットワークとセキュリティ ( 2 ) ビ ッ ク デ ー タ 分 析 ( 2 ) 

人 工 知 能 基 礎 ( 2 ) 人 工 知 能 応 用 ( 2 ) ＡＩクラウドシステム ( 2 ) ソフトウェア設計論 ( 2 ) 

情 報 基 礎 演 習 B ( 2 ) 卒 業 研 究 Ⅰ ( 5 ) 卒 業 研 究 Ⅱ ( 5 ) 

専
門
科
目

（医
療
工
学
コ
ー
ス
）

図 学 ( 4 ) 職 業 指 導 Ⅰ ( 2 ) 職 業 指 導 Ⅱ ( 2 ) 工 業 科 教 育 法 Ⅰ ( 2 ) 

工 業 科 教 育 法 Ⅱ ( 2 ) 工 学 概 論 ( 2 ) 技 術 と 倫 理 ( 2 ) 数 値 計 算 法 ( 2 ) 

工 学 フ ォ ー ラ ム ( 2 ) 電 気 工 学 基 礎 Ⅰ ( 2 ) 電 気 工 学 基 礎 Ⅱ ( 2 ) 電 子 工 学 基 礎 ( 2 ) 

電気電子基礎実験 ( 2 ) 電 子 回 路 ( 2 ) 人の構造及び機能 ( 2 ) 医 学 概 論 ( 2 ) 

看 護 学 概 論 ( 2 ) 臨 床 生 理 学 ( 2 ) 臨 床 生 化 学 ( 1 ) 臨 床 免 疫 学 ( 1 ) 

病 理 学 概 論 ( 1 ) 臨 床 薬 理 学 ( 1 ) 公 衆 衛 生 学 ( 2 ) 情 報 工 学 ( 2 ) 

医 用 計 測 工 学 ( 2 ) 医 用 材 料 工 学 ( 2 ) 生 体 物 性 工 学 ( 2 ) 臨 床 医 学 総 論 Ⅰ ( 2 ) 

基礎医学及び同実習 ( 2 ) 放 射 線 工 学 概 論 ( 2 ) 医 用 機 械 工 学 ( 2 ) 医 療 情 報 工 学 ( 2 ) 

医 用 工 学 概 論 ( 4 ) 臨 床 医 学 総 論 Ⅱ ( 2 ) 医用機器安全管理学 ( 2 ) 関 係 法 規 ( 2 ) 

シ ス テ ム 工 学 ( 2 ) 医 用 機 器 学 概 論 ( 2 ) 生 体 計 測 装 置 学 ( 2 ) 医用機器安全管理学実習 ( 2 ) 

呼 吸 療 法 装 置 ( 2 ) 呼吸療法装置実習 ( 2 ) 血 液 浄 化 装 置 ( 2 ) 血 液 浄 化 装 置 実 習 ( 2 ) 

医 用 治 療 機 器 学 ( 2 ) 医用治療機器学実習 ( 2 ) 生体計測装置学実習 ( 2 ) 体 外 循 環 装 置 ( 2 ) 

体外循環装置実習 ( 2 ) 臨 床 実 習 ( 6 ) 医 学 特 別 演 習 Ⅰ ( 2 ) 医 学 特 別 演 習 Ⅱ ( 2 ) 

医用工学特別演習Ⅰ ( 2 ) 医用工学特別演習Ⅱ ( 2 ) 医工学ゼミナール ( 2 ) 国際医療ビジネスキャリアⅠ ( 2 ) 

国際医療ビジネスキャリアⅡ ( 2 ) データ構造とアルゴリズム ( 2 ) 医用機器特別演習 ( 2 ) 生体機能代行装置及び同実習 ( 4 ) 

マネジメント工学概論 ( 2 ) 医 用 工 学 実 習 ( 2 ) 情報セキュリティ概論 ( 2 ) 医 療 福 祉 工 学 ( 2 ) 

経 営 管 理 論 ( 2 ) 医療機器産業概論 ( 2 ) 医療組織とチーム医療論 ( 2 ) 国際医療ビジネスキャリアⅢ ( 2 ) 

先端医療工学特論 ( 2 ) 生産と品質の管理 ( 2 ) 医療経営管理工学 ( 2 ) マ ー ケ テ ィ ン グ 論 ( 2 ) 

情 報 基 礎 演 習 B ( 2 ) 卒 業 研 究 Ⅰ ( 5 ) 卒 業 研 究 Ⅱ ( 5 ) 
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（２）総合情報学部総合情報学科授業科目

授業科目 

の 区 分 
授  業  科  目  ( 単  位 ) 

共 

通 

科 

目 

系 

列 

理 

数

基 礎 数 学 (3) 微 分 積 分 学 Ⅰ (4) 微 分 積 分 学 Ⅱ (4) 微 分 積 分 学 Ⅲ (2) 

線 形 代 数 学 Ⅰ (2) 線 形 代 数 学 Ⅱ (2) 力 学 Ⅰ (2) 力 学 Ⅱ (2) 

熱 力 学 (2) 電 磁 気 学 (2) 

形

成

大 学 生 入 門 (2) 平 和 を 学 ぶ (2) ながさきを学ぶ (2) 哲 学 (2) 

歴 史 学 (2) 近 現 代 史 (2) 社 会 学 Ｉ (2) 社 会 学 Ⅱ (2) 

教 育 学 (2) 現代社会と教育 (2) 心 理 学 (2) 人 間 関 係 論 (2) 

日 本 文 化 論 (2) 憲 法 Ⅰ (2) 憲 法 Ⅱ (2) 法 学 入 門 (2) 

現 代 社 会 と 法 (2) 経 済 学 (2) 政 治 学 (2) 人文科学ゼミⅠ (2) 

人文科学ゼミⅡ (2) 社会科学ゼミⅠ (2) 社会科学ゼミⅡ (2) 教 養 特 別 講 義 (2) 

保健体育実技Ａ (1) 保健体育実技Ｂ (1) 

情
報

・

キ
ャ
リ
ア

情 報 基 礎 (2) パーソナルコンピュータの基礎 (2) 情 報 科 学 (2) 情 報 と 社 会 (2) 

情報機器活用演習 (2) インターンシップ (2) 将来計画フォーラムⅠ (1) 将来計画フォーラムⅡ (1) 

外 

国 

語 

基 礎 英 語 Ⅰ Ａ (1) 基 礎 英 語 Ⅰ Ｂ (1) 基 礎 英 語 Ⅱ Ａ (1) 基 礎 英 語 Ⅱ Ｂ (1) 

英 語 Ⅰ Ａ (2) 英 語 Ⅰ Ｂ (2) 英 語 Ⅱ (2) 英 語 Ⅲ (2) 

英 語 演 習 Ａ (2) 英 語 演 習 Ｂ (2) 日 本 語 Ⅰ Ａ (2) 日 本 語 Ⅰ Ｂ (2) 

日 本 語 Ⅱ Ａ (2) 日 本 語 Ⅱ Ｂ (2) 日 本 語 Ⅲ (2) 日 本 語 Ⅳ (2) 

日 本 語 演 習 Ａ (2) 日 本 語 演 習 Ｂ (2) 
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授 業 科 目 

の 区 分 
授  業  科  目  ( 単  位 ) 

専 
 

門 
 

科 
 

目 
 

系 
 

列

基
礎
科
目

統 計 概 論 ( 2 ) 数 理 統 計 学 ( 2 ) 情 報 代 数 学 ( 2 ) 生 命 保 健 福 祉 学 ( 2 ) 

プログラミング基礎Ⅰ ( 2 ) データ構造とアルゴリズム ( 2 ) データベース基礎 ( 2 ) 情報セキュリティ概論 ( 2 ) 

環境シミュレーション ( 2 ) 情報化社会における労働と職業倫理 ( 2 ) 技術マネジメント ( 2 ) 

専
門
科
目

（知
能
情
報
コ
ー
ス
）

情 報 科 教 育 法 Ⅰ ( 2 ) 情 報 科 教 育 法 Ⅱ ( 2 ) プログラミング基礎Ⅱ ( 2 ) プログラミング基礎Ⅱ演習 ( 2 ) 

コンピュータシステム ( 2 ) プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅰ ( 2 ) プログラミングⅡ ( 2 ) ソフトウェア設計論 ( 2 ) 

オペレーティングシステム ( 2 ) 組 込 み シ ス テ ム ( 2 ) Ｗ ｅ ｂ デ ザ イ ン ( 2 ) ＷｅｂアプリケーションⅠ ( 2 ) 

ＷｅｂアプリケーションⅡ ( 2 ) 視 覚 伝 達 デ ザ イ ン ( 2 ) 音 響 デ ザ イ ン ( 2 ) 情 報 デ ザ イ ン 論 ( 2 ) 

インタラクションデザイン ( 2 ) Ｃ Ｇ 映 像 デ ザ イ ン ( 4 ) 電 気 工 学 基 礎 Ⅰ ( 2 ) 電 子 工 学 基 礎 ( 2 ) 

ア ナ ロ グ 回 路 Ⅰ ( 2 ) デ ジ タ ル 回 路 基 礎 ( 2 ) 人 工 知 能 基 礎 ( 2 ) 制 御 工 学 ( 2 ) 

計 測 工 学 ( 2 ) メ カ ト ロ ニ ク ス ( 2 ) データサイエンス入門 ( 2 ) 知 能 情 報 学 概 論 ( 2 ) 

工 学 基 礎 実 験 ( 2 ) 知 能 情 報 学 実 験 Ⅰ ( 2 ) 知能情報学実験Ⅱ ( 2 ) 知能情報学実験Ⅲ ( 2 ) 

総合情報学フォーラム ( 1 ) 総合情報学キャリアⅠ ( 1 ) 総合情報学キャリアⅡA ( 1 ) 総合情報学キャリアⅡB ( 1 ) 

総合情報学キャリアⅢA ( 1 ) 総合情報学キャリアⅢB ( 1 ) ネットワークとセキュリティ ( 2 ) マルチメディア論 ( 2 ) 

情 報 理 論 ( 2 ) 人 工 知 能 応 用 ( 2 ) ＡＩクラウドシステム ( 2 ) マネジメント工学概論 ( 2 ) 

経 営 管 理 論 ( 2 ) 生 産 と 品 質 の 管 理 ( 2 ) 数 理 計 画 法 ( 2 ) オペレーションズ・リサーチ ( 2 ) 

イノベーションマネジメント ( 2 ) 地域活性化マネジメント ( 2 ) 社会情報システム ( 2 ) ビッグデータ分析 ( 2 ) 

情 報 基 礎 演 習 B ( 2 ) 卒 業 研 究 Ⅰ ( 5 ) 卒 業 研 究 Ⅱ ( 5 ) 

専
門
科
目

（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
工
学

コ
ー
ス
）

職業指導（商業）Ⅰ ( 2 ) 職業指導（商業）Ⅱ ( 2 ) 商 業 科 教 育 法 Ⅰ ( 2 ) 商 業 科 教 育 法 Ⅱ ( 2 ) 

Ｗ ｅ ｂ デ ザ イ ン ( 2 ) ＷｅｂアプリケーションⅠ ( 2 ) ＷｅｂアプリケーションⅡ ( 2 ) ビッグデータ分析 ( 2 ) 

生産と品質の管理 ( 2 ) スポーツマネジメント ( 2 ) マーケティング論 ( 2 ) 経 営 管 理 論 ( 2 ) 

データサイエンス実験Ⅰ ( 1 ) データサイエンス実験Ⅱ ( 1 ) 数 理 計 画 法 ( 2 ) 経 営 戦 略 論 ( 2 ) 

アントレプレナー論 ( 2 ) リ ー ダ ー シ ッ プ 論 ( 2 ) イノベーションマネジメント ( 2 ) 地域活性化マネジメント ( 2 ) 

社会情報システム ( 2 ) 簿 記 ( 2 ) 原 価 会 計 ( 2 ) 財 務 会 計 ( 2 ) 

オペレーションズ・リサーチ ( 2 ) データサイエンス入門 ( 2 ) マネジメント工学概論 ( 2 ) 総合情報学フォーラム ( 1 ) 

ネットワークとセキュリティ ( 2 ) Ｍ プ ロ ジ ェ ク ト Ⅰ ( 2 ) ＭプロジェクトⅡ ( 2 ) ＭプロジェクトⅢ ( 2 ) 

ＭプロジェクトⅣ ( 2 ) Ｍ Ｅ Ｃ ゼ ミ Ⅰ ( 2 ) Ｍ Ｅ Ｃ ゼ ミ Ⅱ ( 2 ) Ｍ Ｅ Ｃ ゼ ミ Ⅲ ( 4 ) 

総合情報学キャリア ( 1 ) 総合情報学キャリアⅡA ( 1 ) 総合情報学キャリアⅡB ( 1 ) 総合情報学キャリアⅢA ( 1 ) 

総合情報学キャリアⅢB ( 1 ) フ ァ イ ナ ン ス 概 論 ( 2 ) 観 光 学 概 論 ( 2 ) 情 報 基 礎 演 習 B ( 2 ) 

卒 業 研 究 Ⅰ ( 5 ) 卒 業 研 究 Ⅱ ( 5 ) 

専
門
科
目

（生
命
環
境
工
学
コ
ー
ス
）

理 科 教 育 法 Ⅰ ( 2 ) 理 科 教 育 法 Ⅱ ( 2 ) 理 科 教 育 法 Ⅲ ( 2 ) 理 科 教 育 法 Ⅳ ( 2 ) 

環境マネジメントシステム ( 2 ) 環 境 と 法 ( 2 ) 電 気 工 学 基 礎 Ⅰ ( 2 ) 省エネルギー工学基礎 ( 2 ) 

省エネルギー工学Ⅰ ( 1 ) 省エネルギー工学Ⅱ ( 1 ) 省エネルギー工学実践 ( 2 ) 有 機 化 学 ( 2 ) 

環 境 毒 性 学 ( 2 ) 環 境 分 析 学 ( 2 ) 環 境 化 学 実 験 ( 2 ) 環境化学基礎実習 ( 2 ) 

環 境 衛 生 工 学 ( 2 ) 生 態 の 科 学 ( 2 ) 生 態 系 調 査 法 ( 2 ) 生態系の保全とビオトープ ( 2 ) 

生態環境工学実験 ( 2 ) 生 命 環 境 工 学 概 論 ( 2 ) 土 壌 学 ( 2 ) 生 物 化 学 ( 2 ) 

バイオテクノロジー実習 ( 2 ) 生 命 倫 理 学 ( 2 ) 栽 培 環 境 管 理 学 ( 2 ) 食 品 化 学 ( 2 ) 

栄 養 化 学 ( 2 ) 環 境 調 節 工 学 実 験 ( 2 ) 農 産 物 利 用 学 ( 2 ) 応 用 微 生 物 学 ( 2 ) 

総合情報学フォーラム ( 1 ) 総合情報学キャリアⅠ ( 1 ) 総合情報学キャリアⅡA ( 1 ) 総合情報学キャリアⅡB ( 1 ) 

総合情報学キャリアⅢA ( 1 ) 総合情報学キャリアⅢB ( 1 ) データサイエンス入門 ( 2 ) 生命環境工学ゼミⅠ ( 2 ) 

生命環境工学ゼミⅡ ( 2 ) データサイエンス実験Ⅰ ( 1 ) データサイエンス実験Ⅱ ( 1 ) 生 物 学 概 論 ( 2 ) 

物 理 学 概 論 ( 2 ) 物 理 学 実 験 ( 2 ) 化 学 概 論 ( 2 ) 地 学 概 論 ( 2 ) 

地域環境モニタリング ( 2 ) 情 報 基 礎 演 習 B ( 2 ) 卒 業 研 究 Ⅰ ( 5 ) 卒 業 研 究 Ⅱ ( 5 ) 
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（３）教職課程授業科目

授 業 科 目 の 区 分 授  業  科  目  ( 単  位 ) 

教  
 

職   

に 
  

関  
 

す   

る 
  

科  
 

目

教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 
教 育 原 論 (2) 

教職の意義及び教員の役割・職務

内容（チーム学校運営への対応を

含む。） 

教 職 概 論 (2) 

教育に関する社会的、制度的又は

経営的事項（学校と地域との連携

及び学校安全への対応を含む。） 

教 育 制 度 論 (2) 

幼児、児童及び生徒の心身の発達

及び学習の過程 
教 育 心 理 学 (2) 

特別の支援を必要とする幼児、児

童及び生徒に対する理解 
特 別 支 援 教 育 論 (2) 

教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメントを

含む。）

教 育 課 程 論 (2) 

道徳の理論及び指導法 道 徳 教 育 論 (2) 

総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の時間の指導法 (2)  

特別活動の指導法 特 別 活 動 論 (2) 

教育の方法及び技術（情報機器及

び教材の活用を含む。） 
教 育 方 法 論 (2) 

生徒指導の理論及び方法 

生 徒 ・ 進 路 指 導 論 (2) 
進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

教育相談（カウンセリングに関す

る基礎的な知識を含む。）の理論

及び方法 

教 育 相 談 論 (2) 

教育実習 教 育 実 習 Ⅰ (3)  教 育 実 習 Ⅱ (2)  

教職実践演習 教職実践演習 (中・高） (2) 
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別表２（入学検定料及び学費） 

（単位  円） 

入学検定料 

学校推薦型 

・総合選抜 
一般選抜 

共通テスト

利用選抜 
留学生入試 編入学 聴講生 研究生・委託研究生 科目等履修生 

30,000 28,000 13,000 14,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

入 学 金 
一 般 別科修了生 編入学生 再入学生 科 目 等 履 修 生 

230,000 130,000 130,000 130,000 60,000（本学卒業生 30,000、本学大学院生免除） 

授業料 

等 

学  年  等 
授  業  料 教 育 充 実 費 実 験 実 習 料 医療工学ｺー ｽ 

履修費(4年間) 前 期 後  期 前 期 後  期 前 期 後  期 

１ 年 410,000 410,000 150,000 150,000 60,000 60,000 25,000 円 

２ 年 410,000 410,000 150,000 150,000 60,000 60,000 25,000 円 

３ 年 410,000 410,000 150,000 150,000 60,000 60,000 25,000 円 

４ 年 以 上 410,000 410,000 150,000 150,000 60,000 60,000 25,000 円 

編 入 学 生 該 当 学 年 の 学 費 を 適 用 

再 入 学 生 該 当 学 年 の 学 費 を 適 用 

研  究  生 研究指導費  前期  150,000 研究指導費  後期  150,000 

委託研究生 研究指導費  810,000 

聴  講  生 １単位当り  10,000  （本学卒業生  5,000、本学大学院生 免除） 

科目等履修生 １単位当り  30,000  （本学卒業生  15,000、本学大学院生 免除） 

※医療工学コース履修費は、4年分 100,000 円を均等割りし各年度前期授業料と一緒に徴収する。

教職課程 

履 修 費 

教  科 免 許 状 の 種 類 履  修  費 教  育  実  習  費 

工 業 高  一  免 

 20,000  10,000 

情  報 高  一  免 

商 業 高  一  免 

理 科 
中  一  免 

高  一  免 

休学在籍料 
前期 又は 後期 通  年 

50,000 100,000 
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長崎総合科学大学 教務専門委員会規程

第１条（設 置）

本学の教務に関する事項を協議するため、全学教授会規程第９条第２項の規定に基づ

き、教務専門委員会（以下、「専門委員会」という。）を置く。

第２条（協議事項）

専門委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(１) 学生の入学及び卒業に関すること。

(２) 学位の授与に関すること。

(３) 科目等履修生、聴講生及び研究生に関すること。

(４) カリキュラム及び時間割に関すること。

(５) シラバス及び履修ガイドに関すること。

(６) 授業科目の種類、単位及び単位認定に関すること。

(７) 大学の年間授業日程に関すること。

(８) 受講登録及び試験に関すること。

(９) 教育研究集会に関すること。

(１０) 授業評価アンケートに関すること。

(１１) 学則及び教務関係規程に関すること。

(１２) 学長又は全学教授会から諮問を受けた事項に関すること。

第３条（組 織）

専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、第５号については

第１号から第４号のいずれかの者が兼ねることができる。

(１) 教務部長

(２) 各コースより選出された教員 ８名

(３) 共通教育部門より選出された教員 ４名

(４) 教職課程より選出された教員 １名

(５) 情報科学センター運営委員会より選出された教員 １名

(６) 教務課長

(７) その他学長が必要と認めた者

第４条（任 期）

前条第２号から第５号までの委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、委

員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第５条（委員長）

１ 専門委員会に委員長を置き、教務部長がその任にあたる。

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した副委員長がその職務を代行

する。

第６条（会 議）

１ 定例会は、原則として毎月開催する。

２ 臨時会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

40



第７条（議 事）

１ 専門委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

２ 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。

第８条（代理者）

１ 第３条第２号から５号までの委員に事故あるときは、それぞれの部門から代理者を出

席させることができる。

２ 前項の代理者は、欠席の委員が指名する。

３ 前項の代理者は、委員とみなす。

第９条（委員以外の者の出席）

委員長が必要と認めるときは、専門委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。

第１０条（部 会）

１ 委員長が必要と認めるときは、部会を置くことができる。

２ 前項の部会は、委員長から指名された委員をもって構成し、委員長から依頼された事

項について協議し、その内容を委員会に報告する。

第１１条（委員会）

１ 専門委員会は、必要に応じて、当該専門委員会に属する委員会を設けることができる。 

２ 前項の委員会に関する細則は、別に定める。

第１２条（事 務）

専門委員会の事務は、教務課において処理する。

第１３条（改 定）

この規程の改定は、全学教授会の意見を聴いて常務理事会が決定する。

付 則 １ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この改定規程は、平成２７年４月１日から施行する。

３ この改定規程は、平成２８年４月１日から施行する。
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長崎総合科学大学 教務専門委員会規程

第１条（設 置）

本学の教務に関する事項を協議するため、全学教授会規程第９条第２項の規定に基づ

き、教務専門委員会（以下、「専門委員会」という。）を置く。

第２条（協議事項）

専門委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(１) 学生の入学及び卒業に関すること。

(２) 学位の授与に関すること。

(３) 科目等履修生、聴講生及び研究生に関すること。

(４) カリキュラム及び時間割に関すること。

(５) シラバス及び履修ガイドに関すること。

(６) 授業科目の種類、単位及び単位認定に関すること。

(７) 大学の年間授業日程に関すること。

(８) 受講登録及び試験に関すること。

(９) 教育研究集会に関すること。

(１０) 授業評価アンケートに関すること。

(１１) 学則及び教務関係規程に関すること。

(１２) 学長又は全学教授会から諮問を受けた事項に関すること。

第３条（組 織）

専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、第５号については

第１号から第４号のいずれかの者が兼ねることができる。

(１) 教務部長

(２) 各コースより選出された教員 ８名

(３) 共通教育部門より選出された教員 ４名

(４) 教職課程より選出された教員 １名

(５) 情報科学センター運営委員会より選出された教員 １名

(６) 教務課長

(７) その他学長が必要と認めた者

第４条（任 期）

前条第２号から第５号までの委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、委

員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第５条（委員長）

１ 専門委員会に委員長を置き、教務部長がその任にあたる。

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した副委員長がその職務を代行

する。

第６条（会 議）

１ 定例会は、原則として毎月開催する。

２ 臨時会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
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第７条（議 事）

１ 専門委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

２ 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。

第８条（代理者）

１ 第３条第２号から５号までの委員に事故あるときは、それぞれの部門から代理者を出

席させることができる。

２ 前項の代理者は、欠席の委員が指名する。

３ 前項の代理者は、委員とみなす。

第９条（委員以外の者の出席）

委員長が必要と認めるときは、専門委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。

第１０条（部 会）

１ 委員長が必要と認めるときは、部会を置くことができる。

２ 前項の部会は、委員長から指名された委員をもって構成し、委員長から依頼された事

項について協議し、その内容を委員会に報告する。

第１１条（委員会）

１ 専門委員会は、必要に応じて、当該専門委員会に属する委員会を設けることができる。 

２ 前項の委員会に関する細則は、別に定める。

第１２条（事 務）

専門委員会の事務は、教務課において処理する。

第１３条（改 定）

この規程の改定は、全学教授会の意見を聴いて常務理事会が決定する。

付 則 １ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この改定規程は、平成２７年４月１日から施行する。

３ この改定規程は、平成２８年４月１日から施行する。
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NiAS M-DASH-Literacy 教育プログラム

前期 後期

◎情報基礎（2単位） ○統計概論（2単位）

◎データサイエンス入門（2単位）

○データ構造とアルゴリズム（2単位）

1年次

工学部・総合情報学部の学生
◎の科目を必修とし、4単位以上を修得すること。

NiAS M-DASH-Literacy 教育プログラムは、1年次に開講される科目群によって次のような学修成果を目標としている。

①デジタル社会におけるデータやAIの利活用についての興味・関心を持ち基礎的能力を主体的に身に付ける。

②データの読み方・見せ方・扱い方についての理解を深め、それらを実行できる基礎的技能を獲得する。

③社会的状況や課題を知り、データやAIを利活用する上での心構えや留意すべき事柄に対しての洞察力を身に付ける。

●学修到達目標

●NiAS M-DASH-Literacy 教育プログラムを構成する科目表

◎の科目を必修とし、
○の科目を選択とする。

●教育プログラムの修了要件

1年次においてデジタライゼーションが進展する今後の社会の中で生き抜く力を身につける
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Plan
教育プログラムの策定
運営責任者
科目担当者
（教務専門委員会）

Do
教育プログラムの運用・実施
運営責任者
科目担当者
（教務専門委員会）

教務専門委員会

Check
教育プログラムの点検評価
履修状況・学修成果

運営責任者
科目担当者
（教務専門委員会）

Action
教育プログラムの点検評価
履修状況・学修成果

運営責任者
科目担当者
（教務専門委員会）

NiAS M-DASH-Literacy 教育プログラム
自己点検評価体制

教務課就職専門
委員会

卒
業
生

企
業

評価・意見 履修情報
学修成果 学

務
シ
ス
テ
ム

授業評価アンケート
卒業生アンケート
企業アンケート

45


	01_長崎総合科学大学_申請様式_リテラシー.pdf
	02_長崎総合科学大学_シラバス.pdf
	03_長崎総合科学大学_全学部等に開講されていることが分かる資料.pdf
	04_長崎総合科学大学_プログラム改善体制規則.pdf
	05_長崎総合科学大学_自己点検・評価体制規則.pdf
	06_長崎総合科学大学_取組概要.pdf
	07_長崎総合科学大学_その他の補足資料.pdf



